
現在、皆様のご協力により、地区内の工事が進んでおります。ご協力誠にありがとうございます。 

令和５年２月１日から三郷市境道路交差点部からＪＲ沿線道路沿いへの通り抜けが禁止（図①）と

なり、ＪＲ沿線道路沿いから三郷市境道路交差点部への通行が禁止（図②）となります。皆様にはご

不便をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度より、既に土地使用契約を結んでいただいております土地所有者の皆様におか

れましては、過年度に引き続き、土地使用契約の継続をお願いいたします。今般、新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大の予防のため、郵送により、書類を送付・返信する方法をとらせていた

だいております。ご不明点などがございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 

なお、土地使用料のお支払いにつきましては下記のとおりです。更に相続等による権利変動や振

込口座の変更がある場合には、下記のお問い合わせ先まで、届出をお願いいたします。 

■お支払い時期 

・令和４年４月１日～令和４年９月３０日までの半年分 ⇒令和４年１１月末支払 

・令和４年１０月１日～令和５年３月３１日までの半年分 ⇒令和５年５月末支払 

 

○権利変動及び住所変更等が生じた場合 

土地の売買や相続等による権利変動が生じた場合、住所や氏名の変更がある場合には届出をお

願いいたします。各種届出の手続きについては、下記へお問い合わせください。 

〇建築行為等の制限について 

土地区画整理事業完了（換地処分）までの間に、建築行為や土地の形質変更等がある場合は、事

業に影響を及ぼす可能性があるため、土地区画整理法第７６条に基づく市長の許可を受ける必要が

あります。当地区内にて、建築行為等を計画されている方は、必ず事前に下記へご相談ください。 

○譲渡所得に対する税金 

地区内の従前地等を売却した場合、原則として確定申告が必要となります。詳しくは管轄の税務署に

お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉川美南駅東口周辺地区の土地区画整理審議会委員の選挙にあたり、令和４年９月３０日（金）から

令和４年１０月１１日（火）までの間、立候補の受付を行ったところ、１２名の立候補がありました。 

越谷都市計画事業吉川美南駅東口周辺地区土地区画整理事業施行条例第１２条第２項に定める

選挙すべき委員の数１２名を超えなかったことから、令和４年１０月２６日（水）に無投票で当選人を決定

しました。 

今後、審議会は市長が選任した学識経験者の３名の方と併せ、合計１５名の委員により運営していき

ます。 

○第２期審議会委員のご紹介 

第２期審議会委員として、今後事業にご協力いただく皆様をご紹介いたします。 

 ・宅地所有者の委員 

 

 

 

 

 

 

・学識委員の紹介 

 

 

 

 

 

  

  

上記、宅地所有者の委員１２名、学識委員３名を合わせた１５名の審議会委員の皆様に、今後

地権者の皆様の代表として、ご協力いただきます。 
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１  第２期土地区画整理審議会委員が決まりました 

４  地区内の交通規制のお願い 

６  吉川市からのお願い 

土地区画整理審議会ではどんなことを実施しているの？？ 

 土地区画整理審議会では、保留地の決定、評価委員の選任等の際に審議会の同意

をいただくことになっています。また、仮換地指定の実施等の場合には、審議会の意見

をいただいております。 

木崎 秀夫 委員   細田 哲也 委員   村瀬 信雄 委員 
 

第１期審議会委員の皆様におかれましては、事業当初から当審議会の運営にご尽

力をいただいたおかげで、事業を円滑に進めてくることができました。５年間誠にありが

とうございました。 

 

５  土地使用承諾のお願い 

令和５年２月１日より 

関係者以外通り抜け禁止 

① 

② 

②JR 沿線道路交差点部 ①三郷市境道路交差点部 

             

  道    線      

令和５年２月１日より

通行禁止 

関係者以外通り抜け禁止 

通行禁止 



③幹線道路交差点から 道部 

 

 当地区では、地権者の皆様から土地使用のご承諾をいただき、都市計画道路などの早期供用開始

を目指して工事を進めています。現在、駅前広場周辺（写真①）を含めた地区の大部分で盛土工事

が実施されており、調整池工事（写真②）なども実施されております。 

 また、幹線道路の整備が進み舗装工事が施工されるなど、道路らしい姿が見えるようになってきまし

た（写真③④⑤⑥）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  工事のお知らせ 

 

３ まちづくりの進め方について 

事業の主な進捗状況と今後の予定は下記のとおりです 

    年     年      
    年 

 

 

 

 

 

 

         

            

                          
                        

              

 令和 年１ 月          

   道         道路    

 
 
 
 
 
 
 
よ
り

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  ５年  幹線道路      

              

① 

③ 

② 

      

 前広場 

① 前の造成  の様子 ②調 池  の様子 

④ 道方向から     方面 

⑤線路沿線から     方面 ⑥北 小方面から 道方面 

幹線道路 

   大場  
 道部 
 

      

④ 

⑤ 

⑥ 

 道部 
 

１号調 池 


